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Ⅰ 背景 
 
 

本県では、平成２１年３月に『都市と田園地域等の共生』を基本理念とする 

「新しい時代に対応した都市づくりビジョン」を策定し、各都市間のネットワ 

―クとともに、田園地域等を含む地域コミュニティの形成を図りながら、豊か 

な自然的環境と調和し、賑わいと魅力のある、持続可能な共生社会を構築して 

いくこととしております。 

一方、都市の周辺に広がる田園地域等では、人口減少や少子高齢化の傾向が 

より顕著にあらわれており、地域コミュニティの衰退や後継者不足による耕作 

放棄地の増加などにより、既存集落を含む田園地域全体の活力の低下が懸念さ 

れております。 

このような背景を踏まえ、県では、市街化調整区域のもつ地域環境等との調 

和を図りながら、地域コミュニティの維持や既存ストックを活用した地域活力 

の向上を図るため、地区計画制度を活用することとしました。 
 
 
 

Ⅱ 知事協議とは 
 
 

地区計画は市町村が定める都市計画であり、当該計画を決定しようとすると

きは、あらかじめ知事に協議が必要です。 

市街化調整区域における地区計画については、広域的な運用の統一性を確保

し、市街化調整区域における秩序ある土地利用の形成を図る観点から、あらか

じめ県が協議するにあたっての判断基準（以下、「基準」という。）を作成し、

市町村の参考に供することで、円滑な制度運用を図ろうとするものです。 

ただし、県が定め、若しくは定めようとする都市計画と不適合とならない運 

用基準を、市町村が地域の実情等を踏まえつつ、都市計画審議会の意見を聞い 

た上で策定した場合は、当該市町村の基準によることができるものとします。 
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Ⅲ 基準 
 
１．基本的事項 

（１）地区計画を定めようとする地区（以下「当該地区」という。）は原則と 

して都市計画法第 18 条の 2 の規定による市町村の都市計画に関する基本

的な方針（以下、「市町村マスタープラン」という。）において、土地利用

方針が明示されていること。 

 
（２）地区計画の内容は、市街化調整区域が市街化を抑制すべき区域であると 

いう区域区分の主旨を踏まえ、市街化区域における計画的な市街地整備に 

支障がないものであるとともに、当該地区周辺においていたずらに開発を 

誘発することがないようその開発を適切に規制・誘導するものであるこ 

と。 

 
（３）地区計画の内容は、自然環境との調和、公害の防止等に十分配慮がな

されていること。 

 
（４）地区計画の内容は、大規模集客施設の立地及び商業系の開発を目的とす 

るものでないこと。 

 
（５）地区計画には地区整備計画を定めること。 

 

 
（６）当該地区に農地が含まれる場合にあっては、事前協議時までに、農林水 

産担当部局と協議・調整を行い、地区計画を策定することについて了解を 

得ていること。 
 
 
 

【基準の運用】 

１．（１）について  

次に該当する場合は、市町村マスタープランに明示されていることとして差 

し支えないものとする。 

 なお、明示すべき内容については、その位置を明らかにするとともに、当 

該地区が、住宅地としての土地利用を図るべき地区または工業としての土地 

利用を図るべき地区若しくは地域振興に資する施設を誘導する地区などと具 

体的に判断できるものとする。 
 

 
a  市町村マスタープランが既に策定済みであって、速やかに改訂することが 

困難であり、あらかじめ当該市町村の都市計画審議会においてその内容を 
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説明し、意見を聞いた上で策定した土地利用方針においてその内容が明示 さ

れている場合。 

ただし、この土地利用方針は当該地区のみならず、その周辺を含むもの とし、

市町村マスタープラン改訂時に、その内容を必ず明示すること。 
 

 
１．（３）について 

 自然環境との調和、公害の防止等への配慮とは、市街化調整区域が原則と 

して農地や平地林等を保全する地域であることから、環境基本法等関係法令 

に適合するとともに、良好な自然環境に配慮しながら、街区として統一感が 

あり、景観を含めた周辺環境と調和していることとする。 
 

 
１．（４）について 

a「大規模集客施設」とは、建築基準法別表第２（か）項に掲げる建築物とす

る。 

b 「商業系」とは、店舗等の用途で、７．建築物等の制限の中で認められる

も の以外のものとする。 

 
２．対象地区の要件 

当該地区は、法第１２条の５第１項第２号の規定に適合するとともに、原 

則として次のいずれかに該当するものであること。 

ただし、（１）については、人口の見通し、市街化区域内の宅地化の状況、 

田園地域等での居住の需要等から真に必要と認められるものに限る。 

 

（１）郊外住宅地整備型（H18 年法改正により開発許可制度から移行したもの） 

ゆとりある緑豊かな郊外型住宅用地として整備を行う場合。 

 
（２）拠点近接型 

市町村役場（支所を含む。）又は鉄道駅からの徒歩圏（概ね１ｋｍ以内） 

の地域で既に住宅が点在しているような地区において、良好な環境の確保 

を図るため、居住者のための利便施設等を計画的に配置していく場合。 
 

 
（３）既存集落型 

４０以上の建築物が連担している一団の街区を形成する既存の集落及 

 び既存住宅団地（以下「既存集落等」という。）並びにそれら周辺地区に 

おいて必要な公共施設の整備が担保されており、良好な住環境を形成する 

ことが可能な地区で、集落のコミュニティを維持、改善していく場合。 

なお、既存集落等の全部を地区計画区域とすることを要しない。 
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（４）地域産業振興型 

 市街化調整区域における幹線道路の沿道やインターチェンジ周辺地域 

で、工場及びそれに関連する研究開発施設、物流施設並びに地域振興に資 

する施設等を主体とする開発が行われる非住居系の計画開発地で、必要な 

公共施設の整備を行いつつ、周辺の環境・景観と調和する良好な開発を誘 

導する場合。 
 

 

【基準の運用】 

２.（１）について 

適用要件 地区指定の考え方 

法第１２条の５第１項第 

２号イに該当 

居住環境の改善に著しく寄与する地区計画であっ 

て、当該都市計画区域における計画的な市街化をは 

かる上で支障なく、かつ計画の内容、地権者の合意 

等の状況から判断して確実に実施されることが見 

込まれる事業が行われる区域。 

 

２.（２）について 

適用要件 地区指定の考え方 

法第１２条の５第１項第 

２号ロに該当 

地区計画を定める区域全てが徒歩圏（概ね１ｋｍ以 

内）であること。 

「概ね１ｋｍ以内」とは、当該拠点から概ね１ｋｍ 

以内の半径の円内とする。 

 

２.（３）について 

適用要件 地区指定の考え方 

法第１２条の５第１項第 

２号イまたはロに該当 

敷地間の距離が５０ｍ以内である建築物が４０以 

上連たんしていること。 

なお、ここでいう「建築物」には、住宅以外のもの 

や市街化区域に存するものも含むが、車庫・物置等 

の附属建築物は含まない。 

 

２.（４）について 

適用要件 地区指定の考え方 

法第１２条の５第１項第 

２号イに該当 

幹線道路とは、２車線以上の道路とする。 インタ

ーチェンジ周辺地域とは、インターチェンジ から

概ね１ｋｍ以内の半径の円内とする。 
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３．対象外の地区 
以下の区域は保全する区域とし、当該地区に含めないこととする。ただし、 

事前協議時までにこれらの区域の除外等が行われるものについては、この限 

りでない。 

（１） 農業振興地域の整備に関する法律に規定する「農用地区域」 

（２） 農地法による農地転用が許可されないと見込まれる農地 

（３） 森林法に規定する「保安林」「保安林予定森林」「保安施設地区」「保 

安施設地区予定地」 

（４） 自然公園法に規定する「特別地域」 

（５） 福島県県立自然公園条例に規定する「特別地域」 

（６） 福島県自然環境保全条例に規定する「自然環境保全地域」「緑地環境 

保全地域」 

（７） 建築基準法の規定により指定された「災害危険区域」 

（８） 地すべり防止法に規定する「地すべり防止区域」 

（９） 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する「急傾斜地 

崩壊危険区域」 

（10） 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に 

規定する「土砂災害特別警戒区域」 

（11） 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生の恐れのある土地の区域 

（12） 史跡、名勝、天然記念物、建造物等の指定文化財、その他国、県及び 

市町村において文化財保護上保全を必要とする区域 
 
 
 
 
４．地区計画の目標に関する事項 

地区計画の目標については、市街化調整区域が、市街化を抑制する区域と 

いう区域区分の主旨を踏まえ、以下の事項のうち必要なものを明らかにする 

こと。 

（１）自然環境の保全 

（２）ゆとりある良好な市街地環境の維持・形成  

（３）周辺の景観の保全、形成 

（４）営農条件等との調和 

（５）地域の活性化 

（６）その他必要な事項 
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５．区域の整備、開発及び保全の方針に関する事項 

（１）土地利用の方針については、以下の事項のうち必要なものを明らかにす 

ること。 

① 周辺の自然環境や営農環境と調和するための土地利用のあり方 

② 既存集落との調和に配慮した将来の土地利用のあり方 

③ 住宅と工場、沿道商業施設等との混雑を防止する土地利用のあり方 

④ その他必要な事項 

（２）地区施設を定める場合にあっては、地区施設の整備方針に、事業手法、 

事業主体を明らかにすること。 

（３）建築物の整備の方針については、周辺の自然環境及び景観並びに集落等 

と当該地区の建築物の形態・意匠との調和の考え方を定めること。 
 
 

【基準の運用】 

５．（２）について 

地区施設を定める場合にあっては、地区施設の整備方針に事業手法、事業 

主体を明らかにするとともに、整備スケジュールを参考資料として添付する 

こと。 

 

６．地区整備計画に関する事項 

（１）当該地区の規模、形状及び周辺の基盤整備の状況により、地区内に道路、 

公園等の地区施設が必要な場合は、適切にその配置を位置付けること。ま 

た、当該地区施設については、法 33 条に規定する開発許可の基準及び技術 

細目に適合させること。 

（２）建築物等に関する事項については、次に掲げるもののうち、地区計画の 

目的を達成するために必要な事項を定めるものとし、周辺環境との調和が 

図られた内容となっていること。 

① 建築物等の用途の制限 

② 容積率の最高限度 

③ 建ぺい率の最高限度 

④ 敷地面積の最低限度 

⑤ 壁面の位置の制限 

⑥ 壁面後退区域における工作物の設置の制限 

⑦ 建築物等の高さの最高限度 
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７．建築物等の制限 

建築物等に関する事項の具体的な制限については、当該地区の分類に応じ 

て、原則として以下の内容に適合していること。 

【郊外住宅地整備型】 

面積等要件 概ね 5ha 以上 20ha 未満の概ね整形の土地の区域 

建築物等の用途の制限 第１種低層住居専用地域に建築できる建築物の 

範囲内 ただし、地区を限定して日用品を販売す

る５００㎡までの店舗は建築可能とする。 

容積率の最高限度 ５０％以下 

建ぺい率の最高限度 ３０％以下 

敷地面積の最低限度 ３００㎡以上 

壁面の位置の制限 １ｍ以上 

建築物等の高さの最高 

限度 

１０ｍ以下 

 
 

【拠点近接型】 

面積等要件 概ね 0.5ha 以上 5ha 未満の概ね整形の土地の区

域 建築物等の用途の制限 第１種中高層住居専用地域に建築できる建築物 

の範囲内 

容積率の最高限度 ２００％以下 

建ぺい率の最高限度 ６０％以下 

敷地面積の最低限度 ２００㎡以上 

建築物等の高さの最高 

限度 

１２ｍ以下 

 
 

【既存集落型】 

面積等要件 概ね 0.5ha 以上 5ha 未満の概ね整形の土地の区

域 建築物等の用途の制限 第１種低層住居専用地域に建築できる建築物の 

範囲内 

容積率の最高限度 ５０％以下 

建ぺい率の最高限度 ３０％以下 

敷地面積の最低限度 ３００㎡以上 

建築物等の高さの最高 

限度 

１０ｍ以下 



8  

 

【地域産業振興型】 

面積等要件 概ね 1ha 以上 20ha 未満の概ね整形の土地の区域 

建築物等の用途の制限 次のいずれかに該当するものであること。 

１）工場及びそれに関連する研究開発施設（危 

険物の処理及び環境の悪化を招く恐れが 

あるものを除く。） 

２）物流施設 

３）１）２）に掲げる建築物を除くほか、第 

１種中高層住居専用地域に建築できる建 

築物のうち、地域振興に資する施設 

容積率の最高限度 １５０％以下 

建ぺい率の最高限度 ６０％以下 

敷地面積の最低限度 ５００㎡以上 

建築物等の高さの最高 １）、２）については２０ｍ以下 

限度 ３）については、１２ｍ以下 
 
 
 

附則 

１ 本指針は、平成２２年４月１日から運用する。 

２ 本指針は、法改正やその他社会状況の変化等により、必要に応じて改訂す

る。 

３ 本指針は、平成２６年４月１日から運用する。 

４ 本基準は、令和２年６月１０日から運用する。 

 



 

Ⅳ 対象地区のイメージ図 
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